
 

 

 

 

空き家を LINE で通報 ―市公式 LINE の通報機能を拡充しました 

 

柏崎市 LINE 公式アカウントで令和 5（2023）年 10 月から行っている通報システム

を拡充し、空き家の通報システムを追加しました。 

多くの市民の皆さまにご利用いただくことで、素早い情報の把握とより迅速な対

応につなげていきます。 

 

1 運用開始日 

令和 8（2026）年 3 月 2 日（月曜日） 

 

2 追加した通報内容 

気になる空き家 

（通報対象：地域に危険が生じる恐れがある空き家） 

 

3 利用方法 

⑴柏崎市 LINE 公式アカウントの友だち追加を行う 

  （右の二次元コードを読み取って追加できます） 

⑵トークをタップし、メニューから「市への通報」をタップ 

⑶表示される画像の「気になる空き家」をタップ 

⑷起動する専用のトーク画面から、案内に従って通報内容や写真、位置情報など

を選択・入力 

 

【トップメニュー】             【通報メニュー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  注意事項 

・LINE による通報は、情報収集を目的としています。通報を基に調査した結果な

どは、個人情報保護のため提供することができません。 

・送信いただく画像を撮影する際、他人の敷地に入らないでください。 

・緊急を要する場合や個別に回答を要する場合は、電話でご連絡ください。 

月曜日～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分は建築住宅課（0257-21-2291） 

それ以外の時間・休祝日および年末年始は柏崎市役所（0257-23-5111） 

 

5  その他、市 LINE 公式アカウントで通報できるもの 

道路の損傷（舗装や側溝などの損傷）、公園の損傷（遊具やトイレなどの損傷）、 

動物の死骸（市道にある動物の死骸） 
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令和 8（2026）年 3 月 3日 

元気発信課  

TEL 21-2311 

←友だち追加は 

こちらから 


